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○「タクシーの防犯基準」に基づく防犯指導の推進について

令和６年６月10日

岩 生 企 第 2 4 6 号

岩手県警察本部長

〔概要〕

タクシーを対象とした強盗事件については、全国的に認知件数は減少傾向を維持してい

るものの、いまだ被害者が負傷する事案が発生するなど予断を許さない状況にある。

各警察署においては、平成21年に定めた「タクシーの防犯基準」に従って、各事業所に

対する防犯指導を引き続き徹底するよう指示したものである。

主な内容は、

○ 事業所団体等との連携

○ 乗務員等に対する防犯訓練の実施

○ 防犯情報等の提供

○ 車外防犯灯についての広報の推進

等である。


